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○農産物検査に関する事務処理要領（平成 28年４月１日付け 28農産第 289号愛媛県農林水産部長通知）の一部改正 

新 旧 

  

農産物検査に関する事務処理要領 

 

Ⅰ～Ⅲ （略） 

 

Ⅳ 申請等の手続における旧姓使用 
農産物検査に関する法令等の規定（他の省庁が主管する規定を除く。）に基

づく申請、届出、通知等における旧姓（住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政
令第 292 号）第 30 条の 13 に規定する旧氏をいう。以下同じ。）の使用につ
いては以下のとおり。 
１ 申請者等が、申請、届出、通知等を行おうとする際に、旧姓併記を希望す 

る場合は、旧姓を併記することができる。 
２ 旧姓の併記とは、申請者等の氏名欄において、戸籍氏に加えて括弧書きで 

旧姓を記載することをいう。 

３ １による手続において、本人確認のため氏名を証明する書類の提出等が求 

められている場合は、旧姓を記載した住民票の写し、個人番号カード等の 

公的な証明書類を提示又は提出する。 
 
Ⅴ その他 
（略） 
 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

（略） 

 

様式第１号～様式第 9号 （略） 

 

様式第 10号 

農産物検査に関する事務処理要領 

 

Ⅰ～Ⅲ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⅳ その他 

（略） 

 

別紙１ 地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル 

（略） 

 

様式第１号～様式第 9号 （略） 

 

様式第 10号 
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様式例第１号～様式例第２号 （略） 

 

別紙２ 地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル 

第１ 地域登録検査機関の登録等 

 １ 登録等の審査 

知事は、登録をする際には、申請書について以下により審査を行い、法 

第 17条第２項の登録要件に適合しているかどうか等についての確認を行 

う。 

（１） （略） 

（２） 農産物検査員 

  ア（略） 

  イ 農産物検査員の数 

農産物検査員の数については、国内産農産物及び外国産農産物の品位等 

 

様式例第１号～様式例第２号 （略） 

 

別紙２ 地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル 

第１ 地域登録検査機関の登録等 

 １ 登録等の審査 

知事は、登録をする際には、申請書について以下により審査を行い、法 

第 17条第２項の登録要件に適合しているかどうか等についての確認を行 

う。 

（１） （略） 

（２） 農産物検査員 

  ア（略） 

  イ 農産物検査員の数 

農産物検査員の数については、品位等検査にあっては農産物の種類ごとの 
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検査にあっては農産物の種類ごとの１年間の検査見込数量（トンで表した 

量をいう。）、成分検査にあっては１年間の検査見込件数を、それぞれ規 

則第 15条第３項第１号、第２号及び第３号に掲げる数で除して得た数（小 

数点以下の端数は切り上げる。）以上の検査員を確保していることを確認 

する。 

なお、この場合には、農産物検査を行おうとする農産物の種類（国内産 

の米穀又は麦にあっては、包装されているもの及び包装されていないもの 

の別）ごとに必要な農産物検査員の数を算出し、このうち最も大きい数以 

上の農産物検査員を確保していることを要件としているが、これは、いず 

れの農産物検査員もすべての種類の農産物の検査を行うことを前提にした 

ものである。 

また、外国産農産物に係る品位等検査を行う場合であって農産物の種類 

ごとの１年間の検査見込数量を規則第 15条第３項第２号に掲げる数で除 

して得た数（小数点以下の端数は切り上げるものとする。）が２を下回る 

ときにあっては２とすることとされている（同号）。 

 

 （３）～（８） （略） 

 ２ ・ ３   （略） 

 

第２ （略） 

 

第３ 農産物検査員証の交付等 

 １ （略） 

 ２ 再交付 

知事は、法第 17条第７項による登録事項の変更の届出又は法第 19条に 

よる変更登録の申請により、農産物検査員証の記載内容に変更が生じたと 

きは、当該農産物検査員証を返還させ、変更後の登録事項により農産物検 

査員証を再交付する。 

また、知事は、農産物検査員証の紛失等により申請手続マニュアル様式 

第９号の再交付願書の提出があったときは、当該農産物検査員証を速やか 

に再交付する。 

なお、この場合の農産物検査員証の番号は、証明書番号に枝番（第○○ 

－○号）を付する。 

 

 ３ 返還 

知事は、地域登録検査機関から申請手続マニュアル様式第 10号の登録抹 

消願書の提出があったときは、農産物検査員証を返還させるとともに、登 

録台帳から当該農産物検査員を抹消する。 

 

第４ （略） 

１年間の検査見込数量（トンで表した量をいう。）、成分検査にあっては１ 

年間の検査見込件数を、それぞれ規則第 15条第２項第１号及び第２号に掲 

げる数で除して得た数（小数点以下の端数は切り上げる。）以上の検査員を 

確保していることを確認する。 

 

なお、この場合には、農産物検査を行おうとする農産物の種類（国内産 

の米穀又は麦にあっては、包装されているもの及び包装されていないもの 

の別）ごとに必要な農産物検査員の数を算出し、このうち最も大きい数以 

上の農産物検査員を確保していることを要件としているが、これは、いず 

れの農産物検査員もすべての種類の農産物の検査を行うことを前提にした 

ものである。 

また、外国産農産物に係る品位等検査を行う場合であって農産物の種類 

ごとの１年間の検査見込数量を規則第 15条第２項第２号に掲げる数で除 

して得た数（小数点以下の端数は切り上げるものとする。）が２を下回る 

ときにあっては２とすることとされている（同号）。 

 

 （３）～（８） （略） 

 ２ ・ ３   （略） 

 

第２ （略） 

 

第３ 農産物検査員証の交付等 

 １ （略） 

 ２ 再交付 

知事は、法第 17条第７項による登録事項の変更の届出又は法第 19条に 

よる変更登録の申請により、農産物検査員証の記載内容に変更が生じたと 

きは、当該農産物検査員証を返還させ、変更後の登録事項により農産物検 

査員証を再交付する。 

また、知事は、農産物検査員証の紛失等により申請手続マニュアル様式 

第 10号の再交付願書の提出があったときは、当該農産物検査員証を速やか 

に再交付する。 

なお、この場合の農産物検査員証の番号は、証明書番号に枝番（第○○ 

－○号）を付する。 

 

 ３ 返還 

知事は、地域登録検査機関から申請手続マニュアル様式第 11号の登録抹 

消願書の提出があったときは、農産物検査員証を返還させるとともに、登 

録台帳から当該農産物検査員を抹消する。 

 

第４ （略） 
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第５ 成分検査に関する業務の受委託 

１ 知事は、申請手続マニュアル様式第８号による成分検査業務委託届出書 

の提出があったときは、当該地域登録検査機関に係る登録台帳の記載事項 

を変更するとともに、第１の３の（１）のアにより公示を行う。 

また、委託事項を変更しようとするときも同様とする。 

 

 ２ （略） 

 

第６ ・ 第７ （略） 

 

別紙３ 農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル 

 

（略） 

 

別紙４ 農産物検査の検査結果等報告マニュアル 

 

（略） 

 

 

第５ 成分検査に関する業務の受委託 

１ 知事は、申請手続マニュアル様式第９号による成分検査業務委託届出書 

の提出があったときは、当該地域登録検査機関に係る登録台帳の記載事項 

を変更するとともに、第１の３の（１）のアにより公示を行う。 

また、委託事項を変更しようとするときも同様とする。 

 

 ２ （略） 

 

第６ ・ 第７ （略） 

 

別紙３ 農林水産大臣に対する申出取扱いマニュアル 

 

（略） 

 

別紙４ 農産物検査の検査結果等報告マニュアル 

 

（略） 

 

 


